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　介護保険法の改正により、平成27年8月から介護保険負担限度額認定を受ける場合は、従
来の世帯全員が住民税非課税の要件に加え、次の資産要件が新しく追加されます。

　一定以上の所得のある65歳以上の方は、介護サービスを利用したときの利用者負担が、
1割から2割になります。（下記チェック表参考）
　それに伴い、現在要介護・要支援の認定を受けている方全員に、介護保険負担割合証が
発行されます。申請不要で、7月下旬ごろに郵送予定です。
　介護サービスを受けようとするときは、必ずご提示ください。
　※提示を忘れてしまった場合、本来の自己負担割合でない請求を受ける場合があります。

　現役並み所得に相当する方の自己負担限度額の上限が引き上げられます。 　施設入所などにかかる費用のうち、食費及び居住費は本人の自己負担が原則となっていま
すが、住民税非課税世帯である入所者については、その申請に基づき食費と居住費を軽減す
る制度です。

本人及び配偶者の預貯金などが単身で1,000万円、
夫婦で2,000万円を超える場合は対象外です
※本人申告により判定。不正受給に対するペナルティー
（加算金）あり。

配偶者が住民税を課税されている場合は
対象外です
※施設入所などにより世帯分離が行われている場合でも、
配偶者の所得は勘案されます。

平成27年8月から
介護保険制度が変わります

平成27年8月から
介護保険制度が変わります

自己負担割合チェック表

はい

44,000円（世帯）

37,200円（世帯）

24,600円（世帯）

24,600円（世帯）
15,000円（個人）

15,000円（個人）

現役並み所得
　（同一世帯内に65歳以上で課税所得145万円以上の方がいる場合など）

世帯内のどなたかが市町村民税を課税されている方（現行どおり）

世帯の全員が市町村民税を課税されていない方（現行どおり）

生活保護を受給している方など（現行どおり）

いいえ

はい いいえ

平成27年度の「介護保険負担限度額認定証」（認定証）の更新について

介護保険負担限度額認定要件が変わります

介護保険負担限度額認定とは？

受付開始日
　7月1日（水）～　ほけん福祉課及び各総合支所
住民福祉課で受け付けています。
　※認定証の発行は8月1日以降になります。

申請に必要なもの
　・介護保険被保険者証
　・印鑑（認め印可）
　・本人及び配偶者の預貯金全額が確認できる通帳の写し
 　（最新まで記帳済みのもので、残高が分かるページと表紙をコピー）
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利用者負担割合が見直されます

333 高額介護サービス費が見直されます

・老齢福祉年金を受給している方
・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計
が年間80万円以下の方　など（現行どおり）

自己負担限度額

65歳以上で、本人の合計所得が160万円以上

同一世帯内の65歳以上の方の
年金収入＋その他の合計所得金額　
　単　 身：280万円以上
　2人以上：346万円以上

2割負担 1割負担（現行どおり）

新設

■問い合わせ ほけん福祉課（すこやかセンター伊野内） 893－3810
吾北総合支所住民福祉課 867－2300
本川総合支所住民福祉課 869－2114


